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の届出について～中立的専門機関の創設に向けて～」 （平成 16 年 9 月） 

・・・医療の過程において予期しない患者死亡が発生した場合や、診療行為に

関連して患者死亡が発生した場合に、異状死届出制度とは異なる何らかの届出

が行われ、臨床専門医、病理医及び法医の連携の下に死体解剖が行われ、適切

な医療評価が行われる制度があることが望ましいと考える。しかし、医療従事

者の守秘義務、医療における過誤の判断の専門性、高度の信頼関係に基礎をお

く医師患者関係の特質などを考慮すると、届出制度を統括するのは、犯罪の取

扱いを主たる業務とする警察・検察機関ではなく、第三者から構成される中立

的専門機関が相応しいと考えられる。このような機関は、死体解剖を含めた

諸々の分析方法を駆使し、診療経過の全般にわたり検証する機能を備えた機関

であることが必要である。また、制度の公共性と全国的運営を確保するために、

中立的専門機関は法的にも裏付けられ、その必要な機能の一部には医療関連の

行政機関の関与が望ましいと考えられる。・・・ 

 

⑬ 日本学術会議第二部（法律学・政治学関連）・第七部（医・歯・薬学関連）報告 

「異状死等について－日本学術会議の見解と提言－」 （平成 17 年 6 月） 

１）届け出るべき異状死体及び異状死 

（１）一般的にみた領域的基準 

異状死体の届出が、犯罪捜査に端緒を与えるとする医師法第 21 条の立法の

趣旨からすれば、公安、社会秩序の維持のためにも届出の範囲は領域的に広範

であるべきである。すなわち、異状死体とは、 

① 純然たる病死以外の状況が死体に認められた場合のほか、 

② まったく死因不詳の死体等、 

③ 不自然な状況・場所などで発見された死体及び人体の部分等もこれに加

えるべきである。 

（２）医療関連死と階層的基準 

いわゆる診療、服薬、注射、手術、看護及び検査などの途上あるいはこれら

の直後における死亡をさすものであり、この場合、何をもって異状死体・異状

死とするか、その階層的基準が示されなければならない。 

① 医行為中あるいはその直後の死亡にあっては、まず明確な過誤・過失が

あった場合あるいはその疑いがあったときは、純然たる病死とはいえず、

届出義務が課せられるべきである。これにより、医療者側に不利益を負う

可能性があったとしても、医療の独占性と公益性、さらに国民が望む医療

の透明性などを勘案すれば届出義務は解除されるべきものではない。 
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